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2012年 6月 28日 

鬼武一夫 

 

新たな食品表示制度における加工食品の 

原料原産地表示についての方向感（案）に対するコメントペーパ－ 

（赤字は修正文およびコメントである。） 

 

【これまでの経緯】 

 

○検討会の議論の中では、原料原産地表示制度そのものに対する否定的な意見

や、その拡大に反対する意見が大勢であった。しかしながら、原料原産地表

示の義務付けの根拠を明確にして制度設計を行うのであれば義務付け対象品

目の拡大を行うことについての検討会としてのコンセンサスを得られるので

はないかと考え、たたき台案で、誤認防止を義務付けの根拠とするという考

え方をお示ししたところである。 

 

論点４ 加工食品の原料原産地表示について 

 加工食品の原料原産地表示について、どのように考えるべきか。 

 

（前略）これまでの「品質の差異」の観点にとどまらず、原料の原

産地に関する誤認を防止し、消費者の合理的な商品選択の機会を確保

する観点から義務付けることとし、原料の品質が加工食品の品質に与

える影響が明らかでなくても、消費者が当該加工食品の加工地（＝原

産地（国内））と原料の原産地が同じであると誤認しやすい商品につい

ては義務付けの対象とすることとしてはどうか。 

 【「論点についての検討方向（たたき台案）」より抜粋】 

 

○第８回検討会では、これに対して、たたき台案の記載内容だけでは具体的な

義務化のイメージが分からないとの御意見があった。また、委員から、「原材

料に価格差があって、それが最終製品の価格に反映されていないと疑いがあ

るもの」や「冠表示がある食品」を対象食品とすべきとの意見があった。 

 

○上記意見を踏まえ、別紙のとおり、具体的イメージを整理したので、これら

を参考としつつ、新しい食品表示制度の下でどのような場合に原料原産地表

示が必要か実態等を踏まえて十分議論してはどうか。 

 

鬼武委員提供資料① 
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【別紙】 

 

義務化の具体的なイメージ 

 

 原料原産地の誤認を防止する観点から、次の（１）の方式により、あるいは

これと併せて、又はこれに替えて、（２）の方式により、原料原産地の表示を義

務付けることを検討してはどうか。 

 

（１）指定加工食品に原料原産地表示を義務付ける方式 

 

ア 義務付けの根拠 

 国産の加工品（注１）については、製造業者名、販売業者名が付記され

ているところ、一般消費者が加工食品の表示をみて、加工食品の原産国（＝

加工地）が日本であると認識するにとどまらず、原料の原産地も日本であ

ると認識（＝誤認）する場合には、かかる誤認を打ち消すために、原料の

原産地を表示する必要がある。 

 

舌足らずな表現があるので、内容がよく理解できない。（注１）を勘案して、以

下のように書き直してみた。これで正しいか？ 

 

「一般消費者は、輸入された加工食品には、輸入品である旨の表示が義務付け

られているので、当該の加工食品の原材料を日本産であると誤解することはな

い。しかしながら、国産の加工品については、製造業者名、販売業者名の表示

を見て、一般の消費者は、当該の加工食品の原産国は日本であると認識する一

方、その加工食品の原料原産地が日本でないにもかかわらず、その原材料を日

本産であると誤解する場合がある。一般の消費者が、このような認識（誤認）

をしないようにするために、原料原産地の表示が必要かも知れない。」 

 

ここでの提起・提案は、原材料が日本産であるか否かを消費者が認識できるよ

うにするための表示制度を定める必要性があるということであろう。 

 

しかしながら、原材料が日本産であるか否かを消費者が認識できるようにする

ための表示は、外国産の原材料と日本産の原材料を差別することになる場合も

あると思われるので、そのような表示の正当性は、現在の WTOの関係からは簡

単に国際的に認められないであろう。また、原材料原産国表示は、コーデック

スにおいても議論されたが、中止されたことが想起されるべきである。 
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そこで、原料原産地表示は、国内で加工もしくは生産された食品に限って適用

されると JASにおいて定められ、現在もその拡大を巡って議論されているのが

実情であろう。 

 

輸入品にも原料原産地表示を義務付けてはじめて、公平なバランスの取れた制 

度となるが、輸入品にも原料原産地表示を義務付けることは実質上不可能であ 

る（輸入品に原料原産地表示を義務付けると WTO問題となる）。 

 

消費者が誤認するかも知れないという根拠に基づいて、輸入品には原料原産地 

表示を義務付けずに、国内で加工・生産された食品のみに原料原産地表示を義 

務付ける制度は、客観的に見て国内事業者（加工者・製造者）に過度の負担を 

課す、不公正な、バランスの取れない制度であると改めて指摘されるべきであ 

ろう。勿論、この制度を歓迎する事業者も存在すると思うが。 

 

 

 

イ 指定のメルクマール（指定のメルクマール（指定の指標）という表現は

おかしい。また、メルクマールとは一般的に利用される言葉か。原料原産地

の表示が必要となる加工食品とすべきである） 

 一般の消費者が加工食品の原産国と原料原産地が同じであると誤認し

てしまうのは、その加工食品が次のような特性を有する（単に「次のよう

な」でよい。以下のものは characteristicsではない）場合であると考え

られ（、これが指定のメルクマールとな）る。 

 

（ア） 一般消費者からみると、生鮮食品に調味、塩蔵、乾燥など簡単

な加工行為（注２）を行っただけのものにみえるため、加工食品とそ

の原料を同一視する傾向があるケース 

（これも舌足らずの表現であり、その意味が正確に読み取れない。「生鮮原材

料に、調味、塩蔵、乾燥などの簡単な加工を施したに過ぎないと一般消費者

に思われるような加工食品。この場合、当該加工食品の原産国と原材料の原

産国は同じ日本であると認識されやすい。」という意味か？） 

 

簡単な加工処理を行った加工食品のみが、原料原産国表示が義務付けられる

という意図か？ 

簡単な加工行為の定義があるのか？ 
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（イ） 国産原料と海外原料の間に価格差があり、一般消費者側は、加

工食品の価格にも原料の価格差が反映されるとみる傾向があるケース

（これも舌足らずの表現であり、その意味が正確に読み取れない。「国

産原料と海外原料との間に価格差がある以上、当該加工食品の価格が

低いのは、価格の低い海外原料が原材料に用いられていると一般消費

者に思われるような加工食品。」という意味か？） 

 

このケースでは、消費者は価格差があることを認識しているので、原

料原産国表示が必要になるとは思われない。 

   事業者が原料価格差を利用して不当な利益を得るようなことが考えら

れるケースということか？ 

 

ウ 義務付けの対象となる原料 

原材料に占める重量の割合が最も多い生鮮食品（首位原料） 

 

エ 義務付けの手続 

例えば、加工度が低く、生鮮食品を主原料とする加工食品について、消

費者、生産者、事業者等の関係者から、一般消費者が最終製品である加工

食品の加工地と原料原産地が同じであると誤認する可能性が高いかどう

か意見を聞き、可能性が高いと認められる品目を個別に指定する。 

 

加工食品の加工地と原料原産地が同じである場合もあろうから、この文

も誤解を与えないような表現とすべきであろう。（文全体の是非は別とし

て） 

 

「例えば、加工度が低く、生鮮食品を主原料とする加工食品について、

消費者、生産者、事業者等の関係者から、一般消費者が最終製品である加

工食品の加工地と原料原産地とが同じでない場合でも、同じであると誤認

する可能性が高いかどうか意見を聞き、可能性が高いと認められる品目を

個別に指定する。」 

 

「加工度が低い」を定義できるのか？ 

 

オ 現行要件との関係性 

現行の選定要件にある品質の差異や重量割合の多寡（50％以上か否か）

に限定されずに、対象品目の候補とできる。 
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この文書の（１）では、義務付け根拠に品質の差異は挙げられていない。

義務付け根拠は誤認だけである。 

 

※１ 農産物漬物品質表示基準の重量割合と整合性をとる必要がある。 

 

※２ 既に指定されているものを例に挙げれば、は、原料となるうなぎが海外品で

あっても、国内で調理すれば、国産品となるが、一般消費者は、その程度の加

工で原産国が変動するとは思わず、うなぎの原産地も日本であると誤認するお

それがあるものとして、原料原産地表示の義務を課す必要がある、という整理

になる。 

（うなぎの蒲焼に関しては、これが正しいか？） 

→ 資料 1（ 5ページ 4-3 すでに義務化している品目で誤認しやすいと考え

られるケース ） 

（注１）輸入された加工食品については、輸入品である旨の表示が義務付けられている

ので、はじめから誤認は生じない。 

（注２）原産国の決定に当たっては、その程度の加工でも「実質的変更」がなされたも

のとして取り扱われる。コーデックスの規格にならって、「例えば、repackaging、

cutting、slicing、shreddingおよび gratingは substantial transformation

とは見なされない。」を挿入すると理解しやすい。 

 
（２）指定加工食品のうち、一定の強調表示がされているものに原料原産地表

示を義務付ける方式 

  

ある程度加工度の高い食品であっても、国産の加工食品に、加工地の地

名が積極的に表示されている場合には、その原料の原産地も日本であると

誤認される可能性が高くなる。その誤認を打ち消すという新たな考え方で、

原材料の原産地を表示する。 

→ 資料 1（ 4ページ 3．誤認しやすい商品について ） 

 

具体的には、信州そばやさぬきうどんかなどがターゲットになるのか？そうめ 

んは、大多数が加工地名を頭に付けている。 

その場合、原料の小麦やそばの原産国は、一定なのか、または常に変わるのか 

が検討事項であろう（国際相場変動や作柄などにより小麦原産国構成比は一定 

ではないであろう）。一定の強調表示とはどのようなものか？政府が管理する輸 

入小麦のような原材料に対して、原産国表示はなじむのか？そうめんなどの産 

地は大きな影響を受けないか？うどん、そば、そうめん以外にも小麦を用いる 
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加工食品は、多く存在する（例えばパン）が、これらは表示の対象外となると 

全体のバランスはどうなるのか？ 

 

ア 特定加工地を強調して表示している食品 

・例えば、Ａ国産のりんごを使用しＢ県で加工（乾燥）した「りんごチッ

プス」に「Ｂ県加工」と表示した場合、原材料であるりんごについて原

産地である「Ａ国産」を表示することとする。 

 

※ 「包装食品（事前包装食品（prepackaged foods）とした方が良い）の表示に関

するコーデックス一般規格」の原産国の表示ルールと整合性をとる必要がある。 

（「Ａ国産のりんごを使用しＢ県で加工（乾燥）した「りんごチップス」に

「Ｂ県加工」と表示した場合、原材料であるりんごについて原産地であ

る「Ａ国産」を表示することとする」は、「包装食品（事前包装食品

（prepackaged foods）とした方が良い）の表示に関するコーデックス一般規格」

の原産国の表示ルールと整合しない。「包装食品（事前包装食品（prepackaged 

foods）とした方が良い）の表示に関するコーデックス一般規格」には、原料原

産地の表示についての規定がない。） 

 

イ 義務付けの手続 

・例えば、特定の加工地を強調表示している加工食品について、（１）のエ

の手続に準じて、個別に指定する。 
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http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/houkoku_030806a.pdf
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WORLD TRADE

ORGANIZATION

G/TBT/N/JPN/123 
18 June 2004 

(04-2652)

Committee on Technical Barriers to Trade Original:  English 

NOTIFICATION 

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6. 

1. Member to Agreement notifying:  JAPAN
If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):      

2. Agency responsible:  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site 
addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments 
regarding the notification shall be indicated if different from above:      

3. Notified under Article 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], other:      

4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. 
ICS numbers may be provided in addition, where applicable):  Processed foods 

5. Title, number of pages and language(s) of the notified document:  Outline of draft 
amendment of Quality Labelling Standard for Processed Foods (1 page, in English) 

6. Description of content:  The Quality Labelling Standard for Processed Foods will be 
amended as follows: 

(1) To make it obligatory to label the origin of the main ingredients for the specified 
processed foods produced in Japan;  and 

(2) To make a rule in order not to mislead consumers about the voluntary claim on 
place of origin 

7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:
Protection of the consumers' interest 

8. Relevant documents:

(a) Quality Labelling Standard for Processed Foods 

(b) The Law Concerning Standardization and Proper Labelling of Agricultural and 
 Forestry Products (1950 Law No. 175) 

Proposed date of adoption:  September 2004 (To be announced in "KANPO" (Official 
Government Gazette) 
Proposed date of entry into force:  To be announced in "KANPO" (Official Government 
Gazette) when adopted 

10. Final date for comments:  31 August 2004 

11. Texts available from:  National enquiry point [ X ] or address, telephone and fax 
numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:      



WORLD TRADE

ORGANIZATION

G/TBT/N/JPN/124 
18 June 2004 

(04-2651)

Committee on Technical Barriers to Trade Original:  English 

NOTIFICATION 

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6. 

1. Member to Agreement notifying:  JAPAN
If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):      

2. Agency responsible:  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site 
addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments 
regarding the notification shall be indicated if different from above:      

3. Notified under Article 2.9.2 [ X ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], other:      

4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. 
ICS numbers may be provided in addition, where applicable):  Livestock meats 

5. Title, number of pages and language(s) of the notified document:  Outline of draft 
amendment of Quality Labelling Standard for Perishable Foods (1 page, in English) 

6. Description of content:  The Quality Labelling Standard for Perishable Foods will be 
amended to abolish an exceptional rule for country of origin labelling on livestock meat 
derived from animals that are imported live and slaughtered in Japan. 

7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:
Protection of the consumers' interest 

8. Relevant documents:

(a) Quality labelling Standard for Perishable Foods 

(b) The Law Concerning Standardization and Proper Labelling of Agricultural and 
Forestry Products (1950 Law No. 175) 

9. Proposed date of adoption:  September 2004 (To be announced in "KANPO" (Official 
Government Gazette) 

Proposed date of entry into force:  To be announced in "KANPO" (Official Government 
Gazette) when adopted 

10. Final date for comments:  31 August 2004 

11. Texts available from:  National enquiry point [ X ] or address, telephone and fax 
numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:      
















